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午前１０時０１分 開 会

○議長（吉田清孝君） おはようございます。これより、平成２５年１２月定例会を開

会いたします。

当局から、例月現金出納検査結果報告書及び男鹿市財政に関する報告書の送付があ

りましたので、ご配付いたしております。

なお、諸般の報告は朗読を省略いたします。

○議長（吉田清孝君） ただちに本日の会議を開きます。

○議長（吉田清孝君） 議事に入る前に、同僚議員の吉田直儀さんが去る１２月１日逝

去されました。誠に痛恨の極みであります。その御霊に対し、黙祷をもってご冥福を

お祈りいたしたいと思います。

ご起立願います。黙祷。

（黙祷）

○議長（吉田清孝君） 黙祷を終わります。ご着席願います。

○議長（吉田清孝君） 本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

日程第１ 会期の決定

○議長（吉田清孝君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から１９日までの１５日間といたした

いと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、会期は１５日間と決定いたし

ました。

日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田清孝君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

１６番中田謙三君、１７番戸部幸晴君を指名いたします。



- 14 -

日程第３ 議案第７６号から第１０８号まで及び報告第１８号から第２２号

までを一括上程

○議長（吉田清孝君） 日程第３、議案第７６号から第１０８号まで及び報告第１８号

から第２２号までを一括して議題といたします。

職員に議案を朗読させます。

【職員朗読】

議案第 ７６号 男鹿市職員の再任用に関する条例の制定について

議案第 ７７号 男鹿市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例について

議案第 ７８号 男鹿市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例について

議案第 ７９号 男鹿市手数料条例及び男鹿市市税条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第 ８０号 男鹿市斎場条例の一部を改正する条例について

議案第 ８１号 男鹿市若美老人福祉センター条例の一部を改正する条例について

議案第 ８２号 男鹿市公民館使用条例等の一部を改正する条例について

議案第 ８３号 男鹿市公園条例等の一部を改正する条例について

議案第 ８４号 男鹿市男鹿北中学校屋外運動場照明施設使用条例の一部を改正す

る条例について

議案第 ８５号 男鹿みなと市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する

条例について

議案第 ８６号 男鹿市若美農業者トレーニングセンター及び若美農業技術伝習館

条例の一部を改正する条例について

議案第 ８７号 男鹿市農村婦人の家条例の一部を改正する条例について

議案第 ８８号 男鹿市漁港管理条例の一部を改正する条例について

議案第 ８９号 男鹿市中小企業振興資金融資あっせんに関する条例の一部を改正

する条例について

議案第 ９０号 男鹿市国民宿舎男鹿条例の一部を改正する条例について
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議案第 ９１号 男鹿市温泉条例等の一部を改正する条例について

議案第 ９２号 男鹿市サンワーク男鹿条例及び男鹿市トレーニングセンター条例

の一部を改正する条例について

議案第 ９３号 男鹿市都市公園条例の一部を改正する条例について

議案第 ９４号 男鹿市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例について

議案第 ９５号 男鹿市下水道条例等の一部を改正する条例について

議案第 ９６号 男鹿市水道事業給水条例の一部を改正する条例について

議案第 ９７号 男鹿市一般ガス供給条例及び男鹿市簡易ガス供給条例の一部を改

正する条例について

議案第 ９８号 平成２５年度男鹿市一般会計補正予算（第６号）について

議案第 ９９号 平成２５年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて

議案第１００号 平成２５年度男鹿市診療所特別会計補正予算（第１号）について

議案第１０１号 平成２５年度男鹿市介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

て

議案第１０２号 平成２５年度男鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について

議案第１０３号 平成２５年度男鹿市下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて

議案第１０４号 平成２５年度男鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について

議案第１０５号 平成２５年度男鹿市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について

議案第１０６号 平成２５年度男鹿みなと市民病院事業会計補正予算（第１号）に

ついて

議案第１０７号 平成２５年度男鹿市上水道事業会計補正予算（第１号）について

議案第１０８号 平成２５年度男鹿市ガス事業会計補正予算（第１号）について

報告第 １８号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第 １９号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について
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報告第 ２０号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第 ２１号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第 ２２号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

○議長（吉田清孝君） 提案理由の説明を求めます。渡部市長

【市長 渡部幸男君 登壇】

○市長（渡部幸男君） おはようございます。

本日、平成２５年１２月定例会を招集し、諸議案のご審議をお願いするものであり

ますが、提出議案の説明に先立ちまして、去る１２月１日ご逝去されました吉田直儀

議員に対し、心から哀悼の意を表します。

吉田議員は、７年７カ月にわたり、市議会議員として男鹿市発展のためご尽力され

ました。慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

次に、諸般の報告を申し上げます。

まず、小学校の統合についてであります。

現在、五里合小学校の２年生と３年生、鵜木小学校の２年生と３年生が複式学級と

なっており、野石小学校では、現状では平成２６年度に２年生と３年生の複式学級が

発生いたします。これを解消するため、３校の統合を進めてきたところであります。

五里合小学校と鵜木小学校につきましては平成２６年４月の統合が決定しており、

野石小学校につきましては平成２７年４月の統合を目指してまいります。

また、現在、船川南小学校の３年生と４年生が複式学級となっており、現状では平

成２７年度に２年生と３年生及び５年生と６年生の複式学級が発生することから、平

成２７年４月の船川第一小学校との統合を目指してまいります。

次に、秋田大学男鹿なまはげ分校の主催による講演会の実施についてであります。

同分校による最初の事業として、１１月１８日、男鹿南中学校において、秋田大学

客員教授である直木賞作家の西木正明氏を講師に迎え、全校生徒と地域の方々を対象

に、「歴史の転換期をどう生きるか」と題して特別記念講演を開催しました。

次に、市内小中学生の活動についてであります。

フェンシングでは、船川第一小学校６年生の児童が、公益社団法人日本フェンシン

グ協会が「育成・交流事業」の一環として行う海外派遣事業で、１１月２３日と２４
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日にオーストラリアのシドニーで開催されたニュー・サウス・ウェールズ州１３歳以

下の選手権大会に出場し、団体戦では第１位、個人戦では第２位となりました。

また、男鹿南中学校３年生の生徒が、第６６回秋田県中学校英語暗唱弁論大会の弁

論部門で２位となり、１１月２８日に東京で開催された高円宮杯第６５回全日本中学

校英語弁論大会に出場しました。

次に、ホテル帝水の状況についてであります。

ホテル帝水は、１１月末をもって閉館しております。これに伴い、正社員２３人、

パート１８人の計４１人のうち、閉館後に残務整理にあたる５人を除く３６人は１１

月３０日付けで解雇されたと伺っております。

次に、男鹿テクノ株式会社についてであります。

１０月２日、ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社は、船川事業所の潤滑油製造事業を

平成２６年３月末で停止すると発表しました。これにより、子会社である男鹿テクノ

株式会社では、従業員１７人のうち６人程度を残してグループ内で配置転換されると

伺っております。

次に、「海フェスタおが」の経済波及効果についてであります。

１１月２８日、海フェスタ実行委員会の第３回総会を開催し、同実行委員会を解散

いたしました。

一般財団法人秋田経済研究所が秋田県の産業連関表を用いて算出した「海フェスタ

おが」の経済波及効果は、観光客による宿泊費、交通費、土産物、飲食などによる効

果を合わせて、全体で５１億８千５００万円、男鹿市では１９億５千万円と推計して

おります。

次に、仮称「秋田県ジオパーク連絡協議会」の設立についてであります。

男鹿半島・大潟ジオパーク、ゆざわジオパーク及び八峰白神ジオパークによる同協

議会を１２月１４日に設立する予定であります。

次に、種苗交換会の開催決定についてであります。

平成２６年度の第１３７回秋田県種苗交換会につきましては、１１月５日の秋田県

農業協同組合中央会理事会において、本市での開催が正式に決定されました。

次に、農業の状況についてであります。

水稲は、出穂後、比較的好天に恵まれて登熟が順調に進み、東北農政局秋田地域セン
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ターが発表した本市を含む県中央の作況指数は、１００の「平年並み」となっており

ます。

ＪＡや主食集荷業者の主食用米の買い入れ状況は、出荷契約数量１９万９千俵に対

し、１１月末現在の買い入れ数量は１８万８千俵となっております。

メロンは、出荷数量は前年を上回ったものの、販売単価が前年を下回り、販売金額

は前年とほぼ同じ１億９千万円となっております。

和梨は、出荷数量、販売単価とも前年を上回り、販売金額は、前年対比１３０パー

セントの１億９千３００万円となっております。

葉たばこは、１２月１８日から出荷が始まる予定でありますが、収量、品質ともに

平年を下回る見込みであります。

転作大豆は、刈り取り作業がほぼ終了し、現在、選別作業を進めている状況であり

ます。

次に、漁業の状況についてであります。

秋田県漁業協同組合によりますと、本市における本年１月から１１月までの漁獲量

は３千４８７トン、漁獲金額は１１億７千８３１万円で、昨年同期と比較し、漁獲量

で８．４パーセントの減、漁獲金額で１９．３パーセントの減となっております。

また、ことしのハタハタの沖合底引き網漁は、１０月２日に初水揚げがあり、１２

月３日現在の漁獲量は１７９．５トンとなっております。

一方、沿岸季節ハタハタ漁は、１１月２８日に船川港と北浦漁港で初水揚げがあり、

１２月３日現在の漁獲量は１２８．７トンとなっております。

今後の豊漁を期待するものであります。

次に、除雪対策についてであります。

１２月１０日、産業建設部内に除雪対策本部を設置いたします。これに先立ち１２

月２日から１２月６日まで、各地区の町内会長と委託業者との除雪会議を行っている

ところであります。

以上で諸般の報告を終わり、次に、提案理由のご説明を申し上げます。

まず、議案第７６号男鹿市職員の再任用に関する条例の制定についてであります。

本議案は、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に６０歳から６５歳へ

と引き上げられ、無収入期間が発生することから、地方公務員法の規定に基づく定年
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退職者等の再任用制度を導入するため、本条例を制定するものであります。

次に、議案第７７号男鹿市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例についてであります。

本議案は、男鹿市職員の再任用に関する条例の制定に伴い、関係条例の一部を改正

するものであります。

次に、議案第７８号、議案第８０号から議案第８５号まで、議案第８８号及び議案

第９１号から議案第９６号までの条例の一部改正についてであります。

本１４件は、消費税法及び地方税法の一部改正により、平成２６年４月１日から消

費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、行政財産等に係る使用料、

利用料、占用料などの額を引き上げるため、各条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第７９号男鹿市手数料条例及び男鹿市市税条例の一部を改正する条例に

ついてであります。

本議案は、諸証明等に係る手数料を改定するほか、条文を整理するため、各条例の

一部を改正するものであります。

次に、議案第８６号男鹿市若美農業者トレーニングセンター及び若美農業技術伝習

館条例の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、男鹿市若美

農業者トレーニングセンター及び若美農業技術伝習館の使用料の額を引き上げるとと

もに、施設の区分及び種別について整理するため、本条例の一部を改正するものであ

ります。

次に、議案第８７号男鹿市農村婦人の家条例の一部を改正する条例についてであり

ます。

本議案は、男鹿市農村婦人の家の利用料の上限を引き上げるため、本条例の一部を

改正するものであります。

次に、議案第８９号男鹿市中小企業振興資金融資あっせんに関する条例の一部を改

正する条例についてであります。

本議案は、市内の中小企業者に融資する原資を預託する金融機関の範囲を拡大する

ため、本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第９０号男鹿市国民宿舎男鹿条例の一部を改正する条例についてであり
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ます。

本議案は、消費税法及び地方税法の一部改正により、平成２６年４月１日から消費

税及び地方消費税の税率が引き上げられることと入湯料の見直しにより、国民宿舎男

鹿の利用料の額を引き上げるため、本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第９７号男鹿市一般ガス供給条例及び男鹿市簡易ガス供給条例の一部を

改正する条例についてであります。

本議案は、平成２６年４月１日から地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特

例により石油石炭税の税率が引き上げられることと消費税及び地方消費税の税率が引

き上げられることに伴い、ガス料金の額を引き上げるため、本条例の一部を改正する

ものであります。

次に、議案第９８号平成２５年度男鹿市一般会計補正予算第６号についてでありま

す。

本補正予算は、小学校統合事業費、水産加工発展支援モデル事業費補助金、木質バ

イオマス利用調査業務委託料のほか、男鹿市議会議員選挙費、職員の異動調整等によ

る人件費などを措置したもので、歳入歳出それぞれ６千７２０万円を追加し、補正後

の予算総額を１７０億８千５００万円とするものであります。

次に、議案第９９号平成２５年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算第３号につ

いてであります。

本補正予算は、一般会計繰入金及び職員の異動調整等による人件費を措置したもの

で、歳入歳出それぞれ２６２万２千円を減額し、補正後の予算総額を４７億２千４９

３万３千円とするものであります。

次に、議案第１００号及び議案第１０２号から議案第１０５号までの各特別会計の

補正予算についてであります。

本５件は、前年度からの繰越金のほか、職員の異動調整等による人件費などを措置

したものであります。

議案第１００号平成２５年度男鹿市診療所特別会計補正予算第１号は、歳入歳出そ

れぞれ３２８万３千円を減額し、補正後の予算総額を２千５７９万９千円とするもの

であります。

議案第１０２号平成２５年度男鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号は、歳
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入歳出それぞれ１０２万８千円を減額し、補正後の予算総額を３億４千９１８万４千

円とするものであります。

議案第１０３号平成２５年度男鹿市下水道事業特別会計補正予算第２号は、歳入歳

出それぞれ２１６万７千円を減額し、補正後の予算総額を１５億４千１０７万１千円

とするものであります。

議案第１０４号平成２５年度男鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算第１号は、

歳入歳出それぞれ３３０万９千円を減額し、補正後の予算総額を７千４４万７千円と

するものであります。

議案第１０５号平成２５年度男鹿市漁業集落排水事業特別会計補正予算第２号は、

歳入歳出それぞれ４４１万９千円を減額し、補正後の予算総額を６千２７２万２千円

とするものであります。

次に、議案第１０１号平成２５年度男鹿市介護保険特別会計補正予算第２号につい

てであります。

本補正予算は、保険事業勘定において、歳入では国県支出金及び繰入金を措置し、

歳出では総務費、保険給付費、地域支援事業費などを措置したもので、歳入歳出それ

ぞれ１億８千４９７万７千円を追加し、補正後の予算総額を４４億２千９７６万４千

円とするものであります。

また、介護サービス事業勘定において、歳入ではサービス収入を措置し、歳出では

諸支出金を措置したもので、歳入歳出それぞれ７０万５千円を追加し、補正後の予算

総額を１千８１９万３千円とするものであります。

次に、議案第１０６号平成２５年度男鹿みなと市民病院事業会計補正予算第１号に

ついてであります。

本補正予算は、９月までの実績をもとに入院・外来収益及び経費等の見直しを図っ

たほか、職員の異動調整等による職員給与費及び資産購入に係る経費を措置したもの

で、収益的収支の収入で２千５３１万６千円の減額、支出で６７０万６千円の減額、

資本的収支の収入で１１１万６千円の増額、支出で１１８万９千円の増額を見込んだ

ものであります。

次に、議案第１０７号平成２５年度男鹿市上水道事業会計補正予算第１号について

であります。
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本補正予算は、給水収益、職員給与費及び動力費など収支全般の見直しを図ったほ

か、施設増補改良費などを措置したもので、収益的収支の収入で３８０万２千円の増

額、支出で４３０万円の増額、資本的収支の支出で１１７万５千円の増額を見込んだ

ものであります。

次に、議案第１０８号平成２５年度男鹿市ガス事業会計補正予算第１号についてで

あります。

本補正予算は、ガス売り上げ、職員給与費及び原材料費など収支全般の見直しを図っ

たもので、収益的収支の収入で１千３４９万９千円の増額、支出で１千６８９万円の

増額、資本的収支の支出で１４６万１千円の減額を見込んだものであります。

次に、報告第１８号から報告第２２号までの和解及び損害賠償額の決定に係る専決

処分についてであります。

本５件は、本市保健推進員が活動中に転倒し負傷した事故、公用車運転中の事故、

市民の運転する自家用車が市道の陥没箇所に落下した事故などに伴う和解及び損害賠

償額の決定について専決処分をしたもので、これを報告するものであります。

以上、提出議案の概要についてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご可決賜りますようお願い申し上げます。

○議長（吉田清孝君） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

休会の件

○議長（吉田清孝君） お諮りいたします。明日６日は議事の都合により休会いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって明日６日は議事の都合により休

会とし、１２月９日午前１０時より本会議を再開し、市政に対する一般質問を行うこ

とにいたします。

本日は、これにて散会いたします。

午前１０時３４分 散 会


